
9

80
円
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒
を

同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
告
用
紙
は
役
場
1
階
税

務
課
及
び
国
府
支
所
に
用
意
し
て
あ

り
ま
す
。

①
申
告
用
紙

②
印
鑑（
認
印
で
も
可
）

③
源
泉
徴
収
票
等（
平
成
16
年
中
の
所

得
の
証
明
に
な
る
も
の
）

④
生
命
保
険
料
や
損
害
保
険
料
の
控

除
を
受
け
る
に
は
、
そ
れ
ら
の
保

険
料
を
支
払
っ
た
こ
と
の
証
明
書

⑤
医
療
費
控
除
を
受
け
る
に
は
、
医

療
費
の
領
収
書
と
保
険
金
等
か
ら

補
て
ん
さ
れ
る
金
額
の
メ
モ
等

⑥
確
定
申
告
で
還
付
金
が
生
じ
る
時

は
、
申
告
者
の
振
込
み
口
座

そ
の
他
の
控
除
を
受
け
る
に
は
税
務

署
又
は
役
場
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。例

年
、
町
よ
り
発
行
し
て
お
り
ま

す
納
付
済
確
認
書（
社
会
保
険
料
控

除
に
使
用
す
る
も
の
）に
つ
い
て
、

平
成
14
年
度
よ
り
国
民
年
金
保
険
料

の
記
載
が
な
く
な
り
、
証
明
内
容
を

変
更
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

な
お
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

に
つ
い
て
は
、
平
塚
社
会
保
険
事
務

所
1（
22
）１
５
１
５
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
は
申
告
の
内
容
に
よ
り
、

2
種
類
の
様
式
か
ら
選
択
し
ま
す
。

申
告
内
容
を
確
認
し
、
申
告
書
を
お

選
び
く
だ
さ
い
。

▼
申
告
書
Ａ

所
得
の
種
類
が
給
与
所
得
、
公
的

年
金
な
ど
の
雑
所
得
、
配
当
所
得
及

び
一
時
所
得
の
方
で
、
予
定
納
税
の

な
い
方

▼
申
告
書
Ｂ

事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
が
あ
る

方
な
ど
、
所
得
の
種
類
に
か
か
わ
ら

ず
使
用
で
き
ま
す
。

※
詳
細
は
、
別
表
の
『
申
告
書
の
選

び
方
』
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

税
金
の
申
告
書
は
、
本
人
が
作
成

す
る
こ
と
が
一
番
で
す
。
申
告
の
手

引
き
を
お
読
み
に
な
り
、
自
書
作
成

し
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
申
告
時

に
は
前
年
の
申
告
書
の
控
え
・
筆
記

用
具
及
び
計
算
機
等
を
ご
用
意
く
だ

さ
い
。

税
務
署
で
は
臨
時
窓
口
を
開
設
し
ま

す
!!平

塚
税
務
署
で
は
、
申
告
期
間
中

の
2
月
20
日（
日
）
・
27
日（
日
）に

申
告
書
の
作
成
及
び
受
付
・
用
紙
の

配
布
等
を
行
い
ま
す
。
時
間
は
午
前

9
時
か
ら
12
時
、
午
後
1
時
か
ら
5

時
ま
で
で
す
。

当
日
は
、
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す

の
で
、
お
早
め
に
お
出
か
け
く
だ
さ

い
。な

お
、
当
日
の
電
話
相
談
は
行
っ

て
お
り
ま
せ
ん
。

＊
　
　
＊
　
　
＊
　
　
＊

国
税
庁
で
は
、
税
に
関
す
る
質
問

に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
お
答
え
す
る『
タ

ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
』
を
行
っ
て
お
り

ま
す
。
電
話
・
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
・
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
携
帯
電
話
で
ご
利

用
に
な
れ
ま
す
。

電
話
及
び
Ｆ
Ａ
Ｘ

1
東
京（
03
）３
２
１
３
―
２
２
２
２

1
横
浜（
045
）６
４
１
―
２
２
２
２

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

http://w
w
w
.taxansw

er.nta.go.jp

◎
問
い
合
わ
せ

確
定
申
告
に
つ
い
て

平
塚
税
務
署
　
個
人
課
税
部
門

（
平
塚
市
松
風
町
2
―
30
）

1（
22
）１
４
０
０

町
・
県
民
税
に
つ
い
て

税
務
課
　
1
内
線
２
５
３
・
２

５
４

《
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
申

告
書
が
作
成
で
き
ま
す
》

国
税
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
『
所

得
税
の
確
定
申
告
書
作
成
コ
ー
ナ

ー
』
で
作
成
し
た
申
告
書
が
税
務

署
へ
提
出
で
き
ま
す
の
で
、
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.nta.go.jp

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

申
告
書
作
成
に
チ
ャ

レ
ン
ジ
！

申
告
書
の
選
び
方

申
告
書
の
自
書
作
成
に

ご
協
力
を
！

申
告
に
必
要
な
書
類

使用する 
申告書 

申告書Ａ 

町・県民税 
　申告書 

申告書Ｂ 
と 

分離用 

申告書Ｂ 
と 

損失用 

申告する所得が給与所得・雑所得・配当所得・一時所得だけで予定納税が 
ない方 
◇給与所得者で医療費控除・住宅借入金特別控除を受ける方 
◇年金収入がある方 
◇配当金や保険金の受け取りなどの収入のある方 

Ａ様式に該当しない方 
◇事業所得・不動産所得・譲渡所得等がある方 

①土地建物等の譲渡所得がある方 
②申告分離課税の株式等の譲渡所得がある方 
③山林所得や退職所得がある方 

④平成16年分の所得が赤字の方 
⑤雑損控除額を平成16年分の所得金額から控除すると赤字になる方 
⑥繰越損失額を平成16年分の所得金額から控除すると赤字になる方 

上記、所得税の申告書に該当せず、町・県民税の申告が必要な方 

申 
告 
書 
Ｂ 

申　　　告　　　内　　　容 


